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 2021 年 11 月 16 日 

株式会社ライフドリンク カンパニー 

代表取締役社長 岡野 邦昭 

問合せ先： 管理本部 06-6453-3201           

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、企業理念として「おいしさの中心、安心の先頭へ。」を掲げております。この企業理念に

基づき、すべてのステークホルダーを尊重し、長期的かつ持続的な企業価値の向上に努めてまいり

ます。今後も、すべてのステークホルダーからの信頼を得るため、企業の健全性・透明性を確保し、

迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・

ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【補充原則 1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】 

 当社は、現状において、機関投資家や海外投資家の比率等に鑑み、書面による議決権行使で特に大

きな支障はないものと考えていることから、議決権電子行使の採用を予定しておりません。また、当

社は、当社の株主における海外投資家の比率が相対的に低いと考えているため、コスト等を勘案し、

招集通知の英訳を予定しておりません。今後、株主構成の変化等、状況に応じて検討してまいりま

す。 

 

【原則 2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

<多様性の確保についての考え方> 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、国籍、性別、中途採用等を区別する

ことなく多様な人材が活躍することこそが必要不可欠であると考えております。 

<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標> 

当社は上記の考え方に則って、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進いたしますが、現

時点では測定可能な目標を定めておりません。 

<多様性確保の状況> 

2021 年 6 月末時点で臨時雇用者を除いた当社における女性管理職割合は 1.6％、中途採用者の管

理職割合は 97.9％、外国人の管理職割合は 0％です。 

 

 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

2 

【補充原則 3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】 

 当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後比率が高まった時点で

他社動向を踏まえ、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 

 

【補充原則 4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】 

 当社は、現在、最高経営責任者の後継者に関する具体的な計画を有しておりませんが、長期的かつ

持続的な企業価値の向上を実現するための重要な課題であると認識しています。変化の激しい社会・

経済情勢を見極めつつ、その時々の経営課題の対処に最もふさわしい候補者を取締役会で推薦し、

監査等委員会の審議、指名・報酬委員会での答申を経て、取締役会で最終決定いたします。 

 

【補充原則 4-2② サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針】 

自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針については、策定に向けて検討し

ております。その状況については、取締役会で定期的にフォローしてまいります。 

 

【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 

 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバラン

ス良く備えていると認識しております。現在の取締役に外国人はおりませんが、選任にあたり国籍

の区別はありません。引き続き、持続的成長と企業価値向上の実現に最適な取締役会の構成を検討

してまいります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則 1-4 政策保有株式】 

 当社は、当社の事業戦略上の必要性、取引関係の維持・強化を保有目的として、当社の企業価値向

上に資するものを政策投資株式と定義し、それ以外は保有しない方針としております。保有する株

式銘柄、株式数・保有比率などについては、毎年保有意義の合理性を確認し、取締役会に報告いたし

ます。 

政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の内容を精査した上で、投資先企業及び当社

の中長期的な企業価値向上や持続的成長に資する提案であるか否かを総合的に判断し、適切に議決

権を行使しております。 

 

【原則 1-7 関連当事者間の取引】 

 当社と取締役や主要株主等との間の利益相反取引や競業取引は会社及び株主共同の利益を害する

ことのないよう、取締役会において当該取引の合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものと

しております。なお、継続中の取引については、当該取引を継続する合理性（事業上の必要性）と取

引条件の妥当性を監視しております。 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

3 

【原則 2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】 

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】原則 2-4①をご覧ください。 

 

【原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 

 当社は企業年金制度を設けておりません。 

 

【原則 3-1 情報開示の充実】 

 （ⅰ）当社は現在、会社ホームページにおいて企業理念を開示しておりますが、今後につきまして

は経営戦略、経営計画について開示する準備を進めております。 

 （ⅱ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「Ⅰ.1.基本的な

考え方」に記載しております。上場後は「コーポレート・ガバナンス基本方針」として当社

ホームページに掲載することを予定しております。 

（ⅲ）取締役の報酬については、本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法

の決定方針の開示内容」に記載しております。 

（ⅳ）取締役・監査等委員である取締役の選定にあたっては、優れた人格、見識、能力及び豊富な

経験と共に高い倫理観を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために積

極的に行動する者を提案することを方針としております。選任の手続きは、取締役会の決

議により決定しております。なお、今後は指名・報酬委員会の答申を勘案して取締役会の

決議により決定する予定にしております。また、取締役会は取締役・監査等委員である取

締役が法令及び定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値を著しく毀損させる行

為を行った場合等は、その解任について審議し、必要に応じて株主総会に解任を提案いた

します。 

（ⅴ）業務執行取締役の選解任と取締役（監査等委員を含む）の個々の選任・指名理由について

は、株主総会招集通知の参考資料で開示いたします。また、取締役（監査等委員を含む）の

解任の事案が生じた場合は、株主総会招集通知等にて説明いたします。 

 

【補充原則 3-1③ サステナビリティについての取組み等】 

 当社は、地球環境を保全し、次世代へ継承できる持続可能な社会への貢献は重要な責務であると

強く認識しております。サステナビリティへの取組みとしては、①プラスチック容器の環境対応、②

省エネルギーの推進などを行っております。①プラスチック容器の環境対応については、ペットボ

トルの軽量化やラベルレス製品の推進などを行っております。②省エネルギーの推進については、

製造工場における LNG への切り替えによるエネルギー使用の効率化や、全国 9 か所の製造工場を

拠点とした最適な物流の構築による車両１台あたりのエネルギー使用量の削減に取り組んでおりま

す。 
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【補充原則 4-1① 経営陣に対する委任の範囲の概要】 

 当社は、「取締役会規程」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めておりま

す。また、「職務権限規程」・「組織・業務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意

思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 

 

【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準をもとに、

過去 10 年以内に当社の業務執行者ではなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保

される可能性が高い者を独立社外取締役として選定しております。 

 

【補充原則 4-10① 任意の仕組みの活用 指名・報酬委員会等の活用】 

 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません

が、取締役会の運営については、独立社外取締役からの関与、助言を得ております。また、2022 年

3 月期の取締役の報酬等の重要事項に関して、任意の諮問委員会として社外役員が委員の過半数を

占める報酬委員会を設置し、取締役会からの諮問に対する答申を受領しております。なお、2022 年

3 月期中に社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置しております。 

 

【補充原則 4-11① 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の考え方】 

 当社の取締役会は、定款に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は 5 名以内、監査

等委員である取締役は 3 名以内と定め、現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3 名、監

査等委員である取締役 3 名で構成しております。 

取締役の選任に当たっては、当社の企業理念、経営戦略のもと、企業価値向上のために公正で誠実

に行動できる人材、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に評価・判断して

おります。 

この選任方針に基づき、指名・報酬委員会にて議論の上、取締役会にて協議決定後、株主総会の決

議にて選任いたします。 

 

【補充原則 4-11② 取締役の兼務状況】 

 当社では、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の重要な兼任

状況を株主総会招集通知及び有価証券報告書等で開示する予定にしております。  

現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役における他の上場

会社の役員の兼任状況は以下のとおりであります。 

役職 氏名 兼任の状況 

社外取締役（監査等委員） 羽田 由可 阪神内燃機工業株式会社社外取締役（監査等委員） 
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【補充原則 4-11③ 取締役会の実効性の分析・評価】 

 当社は、現時点において、取締役会評価は実施しておりませんが、今後は毎年取締役会の実効性に

ついて分析・評価を行い、その結果の概要を開示することを検討する予定にしております。 

 

【補充原則 4-14② 取締役のトレーニング方針】 

 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、職責や業務上必要な

知識の習得・向上のため、研修や外部セミナーに参加することとしております。 

また、当社は継続的に、必要な情報を適宜開示する予定にしております。 

 

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】 

（ⅰ）当社は、株主や投資家との対話にあたっては代表取締役社長及び取締役管理本部長が適切

に対応いたします。 

（ⅱ）IR 担当部門である管理本部が日常的に連携を図っております。 

（ⅲ）管理本部にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等の IR 取材を積極的に受

け付けるとともに、決算説明会を適宜開催し、代表取締役社長及び取締役管理本部長が説

明を行うことを予定しております。 

（ⅳ）株主との対話の内容に関して、毎月開催される取締役会において報告する予定にしており

ます。 

（ⅴ）株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止を徹底し、また、公平性を確保す

るため、決算発表予定日までの一定の沈黙期間を定め、業績に関する問い合わせへの対応

を控えさせていただく予定にしております。 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 30％以上 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

Sunrise Capital II, L.P. 4,015,200 35.77 

Sunrise Capital II（Non-U.S.）, L.P.  3,577,200 31.87 

田中 利子 1,290,000 11.49 

Sunrise Capital II（JPY）, L.P.  693,600 6.18 

田中 将雄 682,500 6.08 

田中 頼広 322,500 2.87 

田中 頼成 322,500 2.87 

湯川 照美 322,500 2.87 
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支配株主（親会社を除く）名 － 

 

親会社名 － 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

－ 

 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 東京 第二部 

決算期 3 月 

業種 食料品 

直前事業年度末における(連結)従業員数 500 人以上 1000 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社は、支配株主との取引等については、取締役会にて取引開始の事前に取引の必要性及び取引

条件の妥当性を判断しており、会社および少数株主の利益を害する取引が生じないよう努めており

ます。 

 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

－ 

 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 8 名 
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定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 代表取締役社長 

取締役の人数 6 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 3 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている

人数 

3 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 
会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

近江 博英 公認会計士            

山本 淳 公認会計士            

羽田 由可 弁護士            

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 g.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 h.上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 k.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 
独立 

役員 

適合項目に関す

る補足説明 
選任の理由 

近江博英 〇  大手監査法人の監査部門において長

年、大規模クライアントに対する会計監

査及びアドバイザリー業務に携わった豊

富な経験・見識並びに当社から独立した

社外の視点から、社外取締役としての職

務を適切に遂行頂けるものと判断して選
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氏名 
独立 

役員 

適合項目に関す

る補足説明 
選任の理由 

任しております。また、株式会社東京証券

取引所が定める「社外役員の独立性に関

する基準」を満たすとともに、過去 10 年

以内に当社の業務執行者ではなかった者

であり、かつ、将来においてもその独立性

が確保される可能性が高いため、一般株

主と利益相反が生じる恐れはないと判断

し、独立役員に指定しております。 

山本 淳 〇  公認会計士としての豊富な経験・見識

並びに当社から独立した社外の視点か

ら、社外取締役としての職務を適切に遂

行頂けるものと判断して選任しておりま

す。また、株式会社東京証券取引所が定め

る「社外役員の独立性に関する基準」を満

たすとともに、過去 10 年以内に当社の業

務執行者ではなかった者であり、かつ、将

来においてもその独立性が確保される可

能性が高いため、一般株主と利益相反が

生じる恐れはないと判断し、独立役員に

指定しております。 

羽田 由可 〇  弁護士としての豊富な経験・見識並び

に当社から独立した社外の視点から、社

外取締役としての職務を適切に遂行頂け

るものと判断して選任しております。ま

た、株式会社東京証券取引所が定める「社

外役員の独立性に関する基準」を満たす

とともに、過去 10 年以内に当社の業務執

行者ではなかった者であり、かつ、将来に

おいてもその独立性が確保される可能性

が高いため、一般株主と利益相反が生じ

る恐れはないと判断し、独立役員に指定

しております。 
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【監査等委員会】  

委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

監査等委員会 3 名  － 3 名 社外取締役 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び

使用人の有無 
あり 

 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

監査等委員会事務局として専任のスタッフは設けておりませんが、内部監査室の人員が監査等委

員会の招集、議事録の作成その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員の業務補助を行

っております。当社監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関

して、当社取締役会の指揮命令を受けないものとすることにより、取締役からの独立性及び当該使

用人に対する指示の実効性を確保しております。 

 

 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の３つを基本と

しております。 

監査等委員会と会計監査人は、定期的な会合を持ち、相互の意見の交換及び監査結果等について

の説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。 

監査等委員会と内部監査室は、内部監査室が監査等委員会に対して監査計画や監査結果の報告を

行うとともに、必要に応じて共同で往査を実施するなど、常に連携を図っております。 

内部監査室と会計監査人は、監査計画や監査結果について適宜状況共有を行っております。 

以上のような、継続的な意見交換や情報交換といった連携を行うことにより、監査の有効性と効

率性の向上に努めております。 
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【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の

委員会の有無 

あり 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

4 1 1 3 － － 社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名・報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

4 1 1 3 － － 社外取締役 

 

補足説明 

当社は、2022 年 3 月期の取締役の報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を

強化するため、取締役会の下に任意の報酬委員会を設置いたしました。報酬委員会は、独立社外取締

役 2 名と社内取締役 1 名を構成員とし、取締役の、報酬制度、報酬額などの適正性と公正性につい

て事前に審査を行い、取締役会に答申しております。 

なお、2021 年 10 月に社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。 

上記の指名・報酬委員会の構成表は、2021 年 10 月に設置された指名・報酬委員会の構成となって

おります  

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 3 名 

その他独立役員に関する事項 

当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 
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【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策

の実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えること

を目的として、ストックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員  

該当項目に関する補足説明 

ストックオプションの本書提出日現在の付与状況は以下のとおりであります。 

【第 1 回ストックオプション】 

発行年月日：2019 年 8 月 1 日 

保有人数及び新株予約権の個数：従業員 181 名、602 個 

目的となる株式の種類及び株式の数：180,600 株 

 

【第 2 回ストックオプション】 

発行年月日：2019 年 10 月 31 日 

保有人数及び新株予約権の個数：社内取締役及び従業員 13 名、701 個 

目的となる株式の種類及び株式の数：210,300 株 

 

【第 3 回ストックオプション】 

発行年月日：2020 年 8 月 28 日 

保有人数及び新株予約権の個数：社内取締役及び従業員 21 名、402 個 

目的となる株式の種類及び株式の数：120,600 株 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社の役員の報酬等に関しては、2020 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において取締役（監査等

委員である取締役を除く。）については年額 100 百万円以内と決議されており、監査等委員である取

締役については年額 30 百万円以内と決議されております。 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額は、株主総会による取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の

職務の内容を参考にし、2020 年 6 月 29 日開催の取締役会で代表取締役会長皆川亮一郎に一任する

ことを決定しております。その際、代表取締役社長岡野邦昭から議案提案理由の説明があり、全役員

出席の上、審議・決定しております。監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会決議による報

酬限度額の範囲内で、2020 年 6 月 29 日開催の監査等委員会において全監査等委員の協議により決

定しております。 

 

なお、2022 年 3 月期以降の当社の役員報酬等に関しては、2021 年 6 月 29 日開催の定時株主総会

において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については年額 200 百万円以内と決議されて

おり、監査等委員である取締役については年額 50 百万円以内と決議されております。また、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度

額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にしつつ、当社の役員

報酬等の算定方法の決定に関する方針に基づき、報酬委員会への諮問・答申を経て、2021 年 6 月 29

日開催の取締役会で代表取締役社長岡野邦昭に一任することを決定しております。その際、代表取

締役社長岡野邦昭から議案提案理由の説明があり、全役員出席の上、審議・決定しております。監査

等委員である取締役の役員報酬は、株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、2021 年 6 月 29 日

開催の監査等委員会において全監査等委員の協議により決定しております。 

 

②2021 年 3 月期においての役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役

員の員数 

区 分 
報酬等の総額 

（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる 

役員の員数 

（名） 
固定報酬 

業績連動 

報酬 

その他の 

報酬 

取締役(監査等委員を除く) 

(うち社外取締役を除く) 
43 43 - - 2 

監査等委員 

(うち社外取締役を除く) 
6 6 - - 1 

社外役員 3 3 - - 2 
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【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

当社の社外取締役（すべて監査等委員）は、代表取締役や、経営陣幹部との情報交換・意見交換の

機会を適宜設けており、また、適時、業務担当者からの報告を受けております。監査等委員から求め

られた場合には、内部監査室等が情報提供、調査及び実務的な支援を行っております。 

 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的か

つ持続的な企業価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能

とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 

②企業統治の体制の概要 

当社は、企業の持続的価値の向上とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指し、2020 年 6

月 29 日開催の定時株主総会の承認をもって、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移

行しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりでありま

す。 

 

 

（取締役会） 

当社の取締役会は、代表取締役社長の岡野邦昭が議長を務め、取締役管理本部長新敬史、取締役皆

川亮一郎、社外取締役（監査等委員）近江博英、社外取締役（監査等委員）山本淳、社外取締役（監

査等委員）羽田由可の取締役 6 名（うち社外取締役 3 名）で構成されております。取締役会は原則月



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

14 

1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定

を行いうる体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及

び職務権限規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。 

 

（監査等委員会） 

当社は、監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、社外取締役（監査等委員）

近江博英が議長を務め、社外取締役（監査等委員）山本淳及び社外取締役（監査等委員）羽田由可の

3 名（社外取締役 3 名）で構成され、原則として毎月 1 回の監査等委員会を開催するとともに、代表

取締役及び業務執行取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監

査が有効に実施されるように努めております。 

 

（指名・報酬委員会） 

 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、

取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取

締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、協議結果を取締役会に答申しております。指名・報

酬委員会は、経営から独立した社外取締役 3 名を含む取締役 4 名で構成されており、委員長は近江

博英が務めております。なお、指名・報酬委員会の構成員は以下のとおりであります。 

 取締役管理本部長新敬史、社外取締役(監査等委員)近江博英、社外取締役（監査等委員）山本淳、

社外取締役（監査等委員）羽田由可 

 

（経営会議） 

経営会議は代表取締役社長岡野邦昭が議長を務め、取締役管理本部長新敬史、執行役員及び経営会

議議長により指名された者で構成され、原則として月 1 回以上開催しております。経営会議は当社の

業務執行方針の協議、業務執行状況の情報共有及び必要に応じた取締役会決議事項等の事前審議を行

う場として位置づけ、経営活動の効率化を図っております。 

 

（内部監査室） 

内部監査室は 2 名で構成され、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況、業

務実施の有効性及び正確性等を年間計画に沿って監査を行っております。監査結果及び是正状況は代

表取締役社長に随時報告し、また、監査等委員会及び会計監査人と連携して活動しております。 

 

（監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の連携状況） 

当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の 3 つを基本とし

ております。 

監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、相互の意見の交換及び監査結果等についての

説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。 
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監査等委員会と内部監査室は、内部監査室が監査等委員会に対して監査計画や監査結果の報告を行

うとともに、必要に応じて共同で往査を実施する等、常に連携を図っております。 

内部監査室と会計監査人は、監査計画や監査結果について適宜状況共有を行っております。 

以上のような、継続的な意見交換や情報交換といった連携を行うことにより、監査の有効性と効率

性の向上に努めております。 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社の経営体制は、当社の事業に精通している取締役で構成される取締役会設置会社であり、ま

た、独立した立場から取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行の監督を行う監査等委員

である取締役で構成される監査等委員会設置会社であります。当社は、適切で効率的な経営監視が

機能すると判断し、これらの体制を採用しております。 

この経営体制のもとで、当社を取り巻く環境を踏まえながら、経営の健全性・透明性のより一層の

確保と業務執行の適切性・効率性の向上を両立させるように努めてまいります。 

 

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

株主総会の議案に対する十分な検討の機会を確保できるように、定時株主総会

の招集通知を法定期限よりも可能な限り早く発送することを今後検討してま

いります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主が株主総会に出席できるよう、集中日を回避した日程を今後検

討してまいります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後状況に応じて検討してまいります。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後状況に応じて機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加

を検討してまいります。 

招集通知 (要約 )の

英文での提供 

外国人株主の構成割合等を勘案しながら、今後検討してまいります。 

その他 招集通知について当社のホームページに掲載できるように早期に検討してま

いります。 
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２．IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ーポリシーの作成・

公表 

ディスクロージャーについては、適時開示規程を制定し、社

内体制を維持して、当社の正確な会社情報を適時適切に開示

することを基本方針としております。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

決算説明会をはじめ、個人投資家向けの説明会の実施につい

て今後検討してまいります。 

 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

決算説明会の開催をいたします。 あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

株主構成、投資家の動向等を勘案しながら、検討してまいり

ます。 

 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

法定開示書類及び適時開示事項について、当社ホームページ

に掲載いたします。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

管理本部が IR 担当窓口として、代表取締役社長及び管理

担当取締役を補佐いたします。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

当社では、「企業行動規範」を定めており、当社を取り巻くステークホルダー

の立場を尊重し、経営を行うことにより信用を得られるよう努めております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

事業活動を通して環境負荷の低減に努めるとともに、お客様と一体となった活 

動を推進し、企業市民としての務めを果たしてまいります。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社コーポレートサイトへの掲載及び適時開示を通じて、各ステークホルダー

に対して迅速、正確かつ公平に情報開示を行う予定です。 
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Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は業務の適正性を確保するための体制として、2020 年 6 月 29 日開催の取締役会において「内

部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在はその基本方針に基づき内部

統制システムの運用を行っております。これらの概要は以下のとおりであります。 

 

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(１)当社は企業理念・行動指針、企業行動規範等、コンプライアンス体制に関わる規程を、当社の取

締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。 

(２)当社はコンプライアンスを横断的に統括する部署を人事総務部とし、取締役・使用人の教育、啓

蒙を図る。 

(３)当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、当社

グループの役職員が利用可能な内部通報システムを整備する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(１)取締役の職務の執行に係る情報・文書（電磁的記録も含む）については、取締役会規程、情報管

理規程、文書管理規程等に従い、保存・管理を行うものとし、取締役及び監査等委員が当該情報・文

書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。 

(２)文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(１)リスクマネジメント規程を制定し、リスク管理体制の基本事項を定める。また、必要に応じて経

営会議においてリスクに関する事項を審議する。 

(２)重要なリスクが顕在化した場合、速やかな初動対応をとるために事業継続計画書（BCP）及び各

種マニュアルの整備を進める。 

(３)取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、

必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(１)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社

において、複数名の社外取締役が参加する取締役会を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨

時に開催する。 

(２)当社は、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、事前に当社代表取締役を議長とする

経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。 

(３)当社の取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保

する。 
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(４)業務分掌や職務権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時

見直すものとする。 

 

５．当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(１)業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用

するものとし、必要に応じて、指導・支援を実施する。 

 

６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(１)当社は、監査等委員会の意見を尊重して当該使用人を選任し、補助させる。補助使用人は、選任

又は兼職とし、監査等委員会の意見を尊重し、決定する。 

(２)当該使用人の独立性を確保するために、人事関連事項（異動、評価等）については、監査等委員

会の意見を徴しこれを尊重する。 

(３)当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人が兼務の場合は、

監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとし、会社は業務負担について考慮する。 

 

７．取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その

他の監査等委員会への報告に関する体制 

(１)当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著し

い損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生した場合は、その内容を速やかに監査等委員会

に対して報告を行う。 

(２)当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、取締役の職務執行に関して不正

行為、法令・定款に違反する重大な事案が発生する可能性があるもしくは発生した場合は、その可能

性及び事案を監査等委員会に速やかに報告する。 

(３)当社の監査等委員会は、必要に応じて当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用

人に対して報告を求めることができる。 

(４)法令違反やコンプライアンスなどに関する事案についての社内報告体制として、内部通報制度規

程に基づき、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。 

(５)前(１)号及び(２)号の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けない

ことをルール化し、適切に運用する。 

 

８．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(１)監査の実施にあたり監査等委員会が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門

家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 

(２)監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。 
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９．監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針 

(１)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続については、監査等委員の請

求等に従い速やかに処理する。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、（社）日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き（第７版）」（2017 年

11 月）及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（平成 19 年 6 月 犯罪対策閣

僚会議幹事会申合わせ）を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しております。 

当社グループにおける方針・基準等については、「企業行動規範」「取引先調査実施規程」において定

めており、その中で「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然

として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対

し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない。」と定めております。 

なお、取引業務にあたり、新規取引を行う場合は、同規程に基づき、インターネット検索、日経テ

レコン（必要に応じて暴力追放運動推進センターへの調査依頼、弁護士への相談、警察への相談等）

を利用したチェック体制を構築しており、反社会的勢力ではないことが確認された取引先のみ、取

引の許可・不許可を判断することとしております。加えて、既存取引先についても、定期的にチェッ

クを実施することとしております。 

 

 

Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

－ 
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 【模式図（参考資料）】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

以上 


